
基金発第 1 号  06 年９月 10 日 
各 位 様        特定非営利活動法人 太陽光発電普及基金 

（ＮＰＯ法人）  理事長 井口 正俊 
大阪府八尾市宮町 1－5－5 

☎072－922－7570：Ｆｘ072－997－9908 

ＮＰＯ法人の 
光発電住宅用補助制度ご利用を  

１． 今地球は氷が融け・島の水没・異常気象など生物死滅の温暖化の過

程にあり、省エネ・既存エネの自然エネへの転換が急がれます。 
２． 光発電の普及は、売電料の引上げが基本で（ドイツ 70 円/ｋｗｈ：日 

本 25 円程度）、設備助成も有効です。 
３． ところが国の住宅補助制度（ＮＥＦ）は、継続の訴えにも拘わらず、 

05 年度ｋｗ当り 2 万円助成をもって終りました。 
４． 当基金はこれに代わり、「広く寄付を募り、光発電設置者に一定額（当 

面 1 軒あたり 10 万円）を助成する」もので、06 年 8 月 23 日大阪府か

ら認証を得、事業開始の運びとなりました。 
５． 当基金は全て無報酬・奉仕的に運営され、寄付金は全額補助金に支 

出されます。ご支援賜りますようお願いします。 
                記 

● 寄付していただく方は 
・〒住所・氏名（法人名）をご記入のうえ、お振込みお願いします。 

（振込先）〒郵貯 14160－99855231  
特定非営利活動法人 太陽光発電普及基金 宛 

      ・領収書と共に環境省基準のＣＯ2 削減量をお贈りします。 
      ・設置される方をご推薦頂けます。 

● 住宅用設置補助を希望される方は 
   ・当基金補助金支給要領により支給されます。 

・ 資料をご請求下さい（Ｆａｘで） 
以上 

 


